
このよ う に平安時代は居住域を中心 と した前代 ま で と は異なり、 墓域や生産域 と なっ ている。 その

変化は9 世紀以降、 多賀城の城下に方格地割が形成され、 その内部が人々 の生活等の中 心 と な っ た こ

と が背景に考えられる。 地割内では、 東西大路沿いの区画に上級役人の邸宅があり、 それより離れた

区画に中 ・ 下級役人や庶民の住 ま いな どがあっ た と みられている（菅原•佐藤ほか1996) 。 それに対

して 、 後述するよう に本調査区には方格地割が施行されず、 この場所は地割外に位置するよ う になっ

た。 本来、 外郭西門に近い微高地のこの場所は、 前代に居住域であっ た よ う に城下でも好適な立地に

あ っ た と みられる。 しかし、 方格地割の外側に位置するよう になり、 人 々 の生活等の中心も地割内と

なるにしたがい、 その価値は相対的に低下した と 考えられるのである。 '

ただし、 そ う した価値の低下を考慮しても、 慕域や生産域が外郭西門の近くに存在した こ と は不可

解である。 ま た 、 西門はこ の頃に掘立式から礎石式に建て替えられている ( III 期→W期）。 現時点で

これらの疑問に解釈はえていない。 方格地割施行後の西門や、 墓域や生産域が目 前に広がりながら礎

石式に建て替えられた西門の位置づけは今後の検討課題 と 思われる。

4 .  多賀城下の墓域

100基を越える古代の墓跡は、 県内では古川市新谷地北遺跡に例があるのみで珍しい。 しかも、 そ

れは木棺墓を含むものであり、 ま た 、 場所が国府多賀城下であるこ と から国府の様相を伺 う う えでも

興味深い。 この墓域についてはさらに検討すること にする。

城下におけ る立地 ： 墓域が形成された 9 世紀後半頃、 多賀城下の方格地割は東西方向にかなりの範

囲に及ぶよう になるが、 南北の範囲は東西大路からそれぞれ 2 - 3 区分にすぎない。 本調査区 と の関

連では（第2図： 3 頁）、 南側の砂押川を隔て た山王遺跡八幡地区には北3道路があり、 地割が存在す

る。 一方、 本調査区では道路遺構は検出していない。 両地区の間にある砂押川部分の状況は不明だが、

八幡地区でも本調査区でも平安時代の砂押川は検出しておらず、 本調査区南半の地形が南 と 西に低い

こ と もふ ま える と 平安時代の砂押川は現在と ほぼ同 じ位置を流れていた と 考えられる。

こう した状況から、 道路による方格地割は砂押川の手前ま で施行され、 川を隔て た本調査区には及

ぼされなか っ た と みられる。 そして 、 この場所には多 く の墓城が営まれた。 墓堀は川に近い調査区南

西部ほど濃密に分布する。 こ の墓域は方格地割外の河原に形成された墓域 と いえる。

被葬者の性格 ： 構造や副葬品を中心に、 類例 と の比較も通じて検討する。 構造 と 副葬品について ま

と める と 、 墓はすべて 土葬墓であり、 木棺墓 と 土城墓がある。 木棺墓は付近の木材を用い、 釘等の接

合具を使わずに現地で組み立てた簡便なものである。 土城墓には単に土をかけたものの他に、 遺体を

編物等でくるむものがある可能性がある。 副葬品がある墓は少なく、 ま た 、 1 基につき 1 · 2 点の土

器がある程度である。 在地の土師器 ・ 須恵器杯が主体だが、 福島県会津大戸窯産の須恵器の壺類も 2

点ある。 副葬品は木棺墓にある割合が比較的高く、 士城墓では低い。 ま た 、 木棺墓では須恵器、 土城

墓は土師器が主体で、 年代は と もに 9 世紀後半頃のものである。

木棺墓と 土城墓には構 造 と 副葬品に量・ 質の違いがあり、 木棺墓が土城墓を上回っている。 土葬墓

全体が9 世紀後半を中心 とする頃 と い う 比較的狭い年代に営 ま れたこ と からすると 、 その違いは階層
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差の反映と考えておきたい。 その場合、 副葬品の有無を含 めて土葬墓には、 a ) 副葬品のある木棺墓、

b ) 副葬品のない木棺墓、 c ) 副葬品のある土城墓、 d ) 副葬品のない土城墓があり 、 a ) が最も高

く、 d ) が最も低い階層とい う こ とにな ろ う 。

次に、 同じ年代頃の類例をみてみる。 木棺墓については、 県内では仙台市原遺跡に釘状鉄製品の出

土から、 その可能性が指摘されるものが2基あるのみである （田中2002) 。 その う ち 1基では土師器坪

と刀子が少最副葬されている。 県外では秋田県湯 ノ 沢 F 遺跡の40基の土堀墓が、 基本的に木棺を使用

したとみられている。 しかし 、 その構造は残存状況が悪いため、 あ ま り 明らかではない。 副葬品は土

器、 鉄刀 、 鉄鏃、 刀子 、 馬具、 帯金具、 漆皮箱など豊富である。 一方、 畿内には木棺墓の類例が多く

みられる （黒崎1980、 海邊1999) 。 それらをみると、 木棺墓は木炭・粘土・木枠組• 石組で棺 を 覆 う

重厚な構造を もつものが比較的多く、 多数の釘の出土から木棺自体もしっかり したものとみられる。

副葬品も質・ 籠ともに豊富である。 そ う した木棺墓は島根県馬場遺跡、 同県長峯遺跡、 山口県岩淵遺

跡、 新潟県柿崎古墓 （中川 ・ 仁木2001、 岡崎1986、 大村ほか2001、 石川ほか2001) など、 少数ではあ

るが地方にも散見し 、 馬場遺跡では社会・経済的に地位の高い人物を被葬者に想定している。

一方、 土城墓は質・械ともに副葬品が貧弱とされている （海邊1999) 。 県内や近県の例である古川

市 新谷地北遺跡、 福島県兎喰遺跡をみると、 副葬品は少なく 、 一般的な竪穴住居跡で出土する杯や僅

かな鉄製品がある程 度である。 副葬品がないものも多い。 兎喰遺跡ではこ う した副葬品のあり 方や近

辺に官街遺跡もないことから、 被葬者を一般集落民とみている。

類例と比較すると、 本遺跡の木棺硲は構造的に簡便なものであり 、 副葬品も貧弱である。 副葬品の

ある木棺墓でも、 その被葬者を馬場遺跡のよ う な階層の高い人物とみるのは無理がある。 また、 先述

のよう に本遺跡と同 じ構造の木棺慕は青森県殿見遺跡にあり 、 そこでは木棺墓を含 む土城墓9基の副

葬 品の少なさから、 木棺墓と副葬品の豊富な湯 ノ 沢 F 遺跡との比較 を通じて、 両遺跡の被葬者に階層

の差 を 考えている。

殿見遺跡、 湯 ノ 沢 F遺跡ともに被葬者の具体的な階層は明示されていないが、 本遺跡の土葬慕のあり

方や副葬品の様相は殿見遺跡に類似しており 、 被葬者も同 じ程 度の階層と考えられる。 そして、 本遺

跡や殿見遺跡の副葬品の様相は、 被葬者を一般集落民とする兎喰遺跡の様相に最も近いと思われる。

以上のことから、 本遺跡の場合、 木棺墓と土葬墓、 副葬品の有無や質によ って被葬者間に多少の階

層差は認められるが、 全体的にはあまり 高い階層は想定で き ない。 本遺跡が国府多賀城下に立地する

点を考慮すれば、 被葬者は城下で都市生活を営むごく一般的な庶民が主体と考えられる。 比較的階層

が高いと思われる木棺墓や副葬品のあるものでも、 国街の雑任層やその係累程 度の階層とみてお き た

い。

なお、 平安時代、 庶民にとって墓は必要不可欠ではなく、 遺骸は放置・遺棄に近い状態だったとす

る見方もある。 （田中1975·1978) 。 実際、 平城京の東堀河や平城京の南に位置する稗田遺跡の河川跡

では人骨が検出されており （奈良県教育委員会1977) 、 多賀城下でも道路側溝や河川跡で遺棄された

可能性のある人骨が出土している （菅原•佐藤ほか1996) 。 しかし、 京中の遺棄は身寄り のない病者

や孤児、 捨子など、 容易に死滅する 人 々 で、 都市の下層住民から多く発生したとする指摘 （西山1991)



があり、 遺棄人骨はそうした人々 のものと考えられる 。 庶民でも簡便な墓城に副葬品もなく埋葬され

たとする見方もあり （五十川1996) 、 東 日 本一帯に多 く 分布 す る 火葬墓や土城墓等（東 日 本埋蔵文化

財研究会 1995) の存在からも、 通常の家族・集団生活をする庶民は墓を営んでいたと思われる 。

多賀城下の墓域 ： 墓域は方格地割外の河原に形成されたものであり、 被葬者は城下で都市生活を営

む庶民が主体とみられる 。 こうした墓域は、 平城京や平安京など都城における庶民の墓域と類似する。

都城の葬地の原則は京外であり （註 4 ) 、 天皇以下貴族官人の葬地は丘陵地に、 庶民の葬地は河原に

営まれていた （五十川1996、 金子1997、 山田1994) 。 平安京では鴨川等の河原が庶民の葬地で、 承和9

年(892) に鴨河原が腐乱死体で溢れていた様子や貞観年中(859-877) に箸売りの老父を鴨川の東

に埋葬した事例が確認できる （註 5 ) 。 貞観13年 (871) には桂川の河原周辺での無作為な耕作を禁止

し、 旧来通り庶民の葬送地とする 太政官符が出されており、 国家的な規制も行われていた（註 6 ) 。

平安時代の多賀城下については、 都市計画の根本をなす方格地割が検出されたことから都城との類

似性が認められ、 近年では方格地割地域における 地区構成や交通体系 、 都市祭祀空間の設定など都市

の諸条件の検討にょ っ て、 多賀城を古代地方都市と位置づける見方も示されている （平川1999) 。 本

調査で検出した城下の墓域は、 立地や被葬者の点で都城の墓域とよ く 似ており、 都城と同じ構造をと

る ものの1つと考えられる 。 な お 、 城下では方格地割内でも墓跡を検出している （佐藤• 佐藤ほか

1997) 。 しかし、 その数は少なく 、 また本調査によって墓域の存在も明らかになった。 それらのこと

からみると、 多賀城下でも都城と同 じような墓域に関する規制が行われていた可能性もある。

5 .  ま と め

1 .  本調査では掘立柱建物跡材東、 竪穴住居跡13軒、 土器埋設遺構8基、 土葬慕93基、 溝跡62条、 土城

57基のほか、 多数の小溝状遺構を検出した。 それらには古墳時代後期(7世紀） 、 奈良時代中葉～平

安時代初頭(8 世紀中 ・後葉）、 平安時代(9 · 10世紀前半） のものがある 。 遺物は土師器・須恵

器• 赤焼土器を中心に、 弥生土器、 灰釉陶器、 瓦、 土•鉄 • 石•木製品が出土した。

2 .  古墳時代後期には調査区東側の微高地に集落が営まれている 。 集落は竪穴住居、 溝、 土城、 畑

（小溝状遺構） で構成されており、 その配置や方向から 自然地形に沿って営まれた集落とみられる。

この時代、 砂押川南側の自然堤防上には大規模な集落が営まれていたが、 北側の丘陵麓にも集落が

ある ことが判明した。 なお、 遺物には東北北部系統の土師器や黒曜石製石器も含まれている 。

3 .  奈良時代中葉～平安時代初頭にも竪穴住居、 溝、 畑が営まれている 。 住居は、 微高地上を逆 「コ」

字状に巡る 溝で囲まれ、 その外側には畑が広がる 。 遺構の方向は東側の丘陵上に造営された多賀城

の規制を強 く 受けており、 遺物も前代との連続性が薄いことから、 古墳時代後期の集落廃絶後に多

賀城の影響下で新たに成立した集落とみられる 。

4 .  9-10世紀前半頃の平安時代には土器埋設遺構や土葬墓、 溝、 畑が営まれており、 墓域や生産

域とな っ ている 。 墓域は土器埋設遺構と木棺墓を含む100基を越える袋からなり、 9 世紀後半を中

心とする 頃に営まれている 。 多賀城下の方格地割外の河原に形成された墓域であり、 平城京や平安

京といった 都城の京外の河原に営まれた庶民の墓域と類似している。

83 




